
船舶事故調査報告書 

令和５年８月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１１月２７日 １８時２０分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市犬
いぬ

島東方沖 

 犬島白石
しらいし

灯標から真方位０７８°１,１３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３３.９′ 東経１３４°０７.５′） 

事故の概要  プレジャーボートNEW
ﾆ ｭ ｰ

みちしおは、東北東進中、のり養殖施設に乗

り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年１２月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート NEW みちしお、５トン未満（長さ９.１０ｍ） 

 ２４０－４３７６７岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船底及びプロペラに擦過傷 

のり養殖施設 のり網及び枠網に切損 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

日没時刻：１６時５４分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長１人及び甲板員１人が乗り組み、機関の作動不良に対

応できず犬島東方沖で漂泊している知人のプレジャーボート（以下

「僚船」という。）に向かう目的で、船長が、ＧＰＳプロッターを作

動させ、操舵室右舷後方の外側に設置された操舵スタンドの前に立っ

て操船し、約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東

北東進していた。 

船長は、犬島南方沖を通過後、船首方に僚船の合図の明かりを視認

し、その付近にいくつか見えた点滅灯がのり
．．

養殖施設の標識灯と思っ

たが、最も近くに見えた点滅灯（以下「南西端標識灯」という。）が

その北側にある他の点滅灯から離れていたので別の漁網などの標識灯

と思い、航行を続けた。 

船長は、南西端標識灯と北側の他の標識灯との間を航行するように

少し左転した後、雲で月明かりが消えて暗夜になったので甲板員を船

首部で見張りに当たらせ、約５kn に減速し、南西端標識灯の北方沖を

東北東進していたところ、のり養殖施設（以下「本件養殖施設」とい

う。）に乗り揚げた。 

船長は、知り合いに電話して本件養殖施設の所有者への連絡を依頼

し、来援した本件養殖施設の所有者の船により、本船を引き降ろして



もらった後、本事故の発生を海上保安庁に通報した。その後、船長

は、本船が自力航行可能であることを確認した上で、帰航した。 

船長は、僚船の合図の明かりを視認した際、その付近に見えた点滅

灯がのり
．．

養殖施設の存在を示すものと認識したものの、ＧＰＳプロッ

ターの表示画面が小さくて見えにくかったので、表示画面で正確な設

置区域を確認することに手間をかけるよりも、早く僚船のところに行

った方がよいと思い、目視のみでのり
．．

網などを確認しながら航行し

た。 

僚船の付近にあったいくつかの点滅灯は、全て本件養殖施設を含む

のり
．．

養殖施設の設置区域を示す標識灯で、南西端標識灯はそれらの南

西端に位置する標識灯であった。 

船長は、後日、ＧＰＳプロッターを、表示画面が大きくて鮮明な新

しい機種に交換した。 

 本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

分析 

  

本船は、東北東進中、船長が、航行予定海域の養殖施設等の設置区

域を正確に把握していない中、目視のみで見張りを行い、南西端標識

灯を別の漁網などの標識灯と思い、その北側を航行したことから、本

件養殖施設区域に進入し、同施設に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、僚船の合図の明かりを視認した際、その付近に見えた点滅

灯がのり
．．

養殖施設の存在を示すものと認識したものの、ＧＰＳプロッ

ターの液晶画面が小さくて見えにくかったことから、表示画面で正確

な設置区域を確認することに手間をかけるよりも、早く僚船のところ

に行った方がよいと思い、目視のみで見張りを行いながら航行したも

のと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が東北東進中、船長が、航行予定海域の養殖

施設等の設置区域を正確に把握していない中、目視のみで見張りを行

い、南西端標識灯を別の漁網などの標識灯と思い、その北側を航行し

たため、本件養殖施設区域に進入し、同施設に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、養殖施設の標識灯などを確認した際は、ＧＰＳ

プロッターや海図などで同施設の設置状況を正確に確認し、それ

を確実に避けるように航行すること。 

・船長は、出航前に水路調査を行い、航行海域付近の養殖施設など

を確実に把握すること。 

 


